原告第１２準備書面　要旨陳述

　原告訴訟代理人中村から、原告第１２準備書面の要旨を陳述します。
　この書面では、沖縄県知事が不承認とした判断を、国土交通大臣が裁決で取り消せるほどの理由が、本当にあったのか、ということを論じています。
　原告らの主張は、そんな理由はなく、取消裁決は違法だ、というものです。
　公有水面埋立法は、国が海を埋め立てる場合であっても、都道府県知事の承認を必要としています。
　なぜ、国の事業なのに、地元の知事の承認が必要なのでしょうか。
　それは、海の埋立てが、地域の自然、地域の暮らし、防災上の安全に、長く、深く、取り返しのつかない影響を及ぼすからです。
　その影響を最も具体的に知っているのは、中央政府ではありません。地域の実情に通じた都道府県知事です。
　だからこそ、公有水面埋立法は、国が海を埋め立てる場合であっても、都道府県知事の承認を必要だとしているのです。
　最高裁も、国による埋立てであっても、埋立てによって周囲に生じる支障の有無は、地域の実情に通じた都道府県知事が審査するのが適当である、と述べています。
　この法律構造から出発すると、本件の判断枠組みは明確です。
　まず第一に判断すべきなのは、沖縄県知事の不承認判断に合理的な根拠があったかどうかです。
　そして、国土交通大臣がそれを取り消すのであれば、次に判断すべきなのは、県知事の判断が重要な事実の基礎を欠いていたのか、または社会通念に照らして著しく妥当性を欠いていたのか、です。
　単に「国の説明の方がよい」とか、「国の政策を進めたい」というだけでは、県知事の判断を違法として排斥することはできません。
　つまり、本件の核心は、国土交通大臣の裁決が、県知事の判断を覆すだけの具体的で合理的な理由を示しているかどうかです。
　本件裁決は、その重いハードルを越えていません。
　むしろ本件裁決は、沖縄防衛局の説明をそのまま優先し、沖縄県が指摘した安全性の疑問、調査不足、データ処理の問題、そして埋立ての必要性の喪失を、正面から検討していません。
　原告第１２準備書面は、そのことを、五つの争点に沿って明らかにしています。
　第一は、判断枠組みの誤りです。
　被告は、技術基準に形式的に適合していれば、災害防止要件を満たすかのように主張します。
　しかし、公有水面埋立法の審査は、そのように狭いものではありません。
　政府通達も、法４条１項各号の基準は、これを満たさなければ免許できないという最低限度の基準であり、仮に各基準に適合している場合であっても、埋立ての必要性などを総合的に勘案して慎重に審査すべきことを明記しています。
　つまり、「基準に反していないから承認しなければならない」のではありません。
　「基準に反していないとしても、地域の実情、安全性、環境、必要性を総合して、承認しない判断もあり得る」のです。
　ここを取り違えると、本件の判断は根本から誤ります。
　なぜなら、被告のように考えれば、県知事は、国が「技術基準に反していない」と説明した時点で、ほとんど承認を強いられることになるからです。
　しかし、それでは、国の事業であっても地域の実情に通じた知事が審査する、という公有水面埋立法の仕組みが失われます。
　本件で裁判所が採るべき判断枠組みは、逆です。
　県知事が、安全性、環境、必要性を総合して不承認とした。その判断に合理的な根拠がある限り、国土交通大臣は、これを簡単に取り消すことはできない。
　この枠組みを前提に、以下の各論点を見る必要があります。
　第二は、地震動の問題です。
　本件事業は、厚さ４０メートルにも及ぶ軟弱地盤の上に、約９０ヘクタールの埋立てを行い、軍用飛行場を建設するという、極めて特殊で重大な事業です。
　このような事業で、地震動をどう見積もるかは、単なる技術論ではありません。
　周辺住民の生命、身体、安全に直結する問題です。
　ところが、被告の反論には、一貫した姿勢があります。
　原告らが危険性や不確実性を指摘すると、被告は繰り返し、「技術基準にそこまで書いていない」「必須とはされていない」と述べます。
　しかし、安全確認の場面で、「基準に明記されていないから調べなくてよい」という発想は、危険を見落とす発想です。
　技術基準は、安全を確認するための道具であって、安全の疑問を切り捨てるための道具ではありません。
　原告らが指摘している問題は、抽象的な不安ではありません。
　地震動の参照地点について、地盤データやＨ／Ｖスペクトル比などの客観的指標を見れば、運天港の方がＫ－ＮＥＴ名護よりも辺野古地先に近い。それにもかかわらず、被告はＫ－ＮＥＴ名護を選んでいます。
　なぜ、より近い性質を示す地点ではなく、別の地点を選んだのか。
　その合理的な説明は、十分になされていません。
　地震観測も不十分です。
　観測期間は５か月、観測された地震は２つだけです。しかも、そのうち一つは正式公開データではなく、即時公開データです。
　わずか５か月、わずか２つの地震で、沖縄本島周辺の複雑な地震環境を十分に把握したといえるのでしょうか。
　いえない、というのが原告の主張です。
　さらに、琉球海溝側の地震、レベル２地震動、活断層の問題も、十分に検討されていません。
　特に重要なのは、米軍自身が、二見衝上断層（ふたみしょうじょう断層）を含む断層調査や地震ハザード解析を検討項目に挙げていたことです。
　施設の使用者である米軍が、断層調査の必要性を認識していた。
　それにもかかわらず、被告は、権威ある文献に記載がないという理由で、調査不要と主張する。
　この食い違いは重大です。
　使用者自身が気にしていた危険を、設計を承認させようとする側が「調べなくてよい」と言う。このような説明で、安全性が確認されたとはいえません。
　第三は、地盤調査の問題です。
　本件で最も重要な地点の一つが、Ｂ－２７地点です。
　Ｃ－１護岸中央部付近にあり、軟弱地盤が最も深くなる地点です。
　護岸とその下の地盤が安全に保たれるかを考えるうえで、極めて重要な地点です。
　では、その最も重要な地点で、国は直接ボーリング調査をしたのでしょうか。
　していません。
　地盤の強さを知るために最も確実な方法は、直接調べることです。
　最も重要な場所がある。直接調べることができる。安全性の判断に不可欠である。
　それなのに、そこを直接調べない。
　この一点だけでも、沖縄県知事が「安全性は確認できない」と判断したことには、十分な理由があります。
　被告は、離れた地点のデータを用い、地点間をつなぎ合わせることで足りるかのように説明します。
　しかし、地盤は机の上の図面ではありません。
　とりわけ本件のような谷地形に堆積した軟弱地盤では、場所が変われば土の性質も強度も変わり得ます。
　７５０メートルも離れた地点のデータを用いて、最も重要なＢ－２７地点の強度を推定することに、科学的な確実性があるとはいえません。
　第四は、地盤強度とデータ処理の問題です。
　本件では、地層区分、せん断強度、排水条件、ＣＰＴ試験、調整係数、データ棄却など、多くの技術的論点があります。
　専門用語として聞くと難しく感じられますが、共通する問題は、単純です。
　いずれも、設計に不利なデータが軽く扱われ、設計に有利な数値が採用されているのではないか、ということです。
　たとえば、ＣＰＴ試験は、地盤の連続的な特性や強度を把握するための有効な方法です。港湾基準・同解説でも、粘性土のせん断強さを求める方法の一つとして挙げられています。
　ところが被告は、これを補助的なものとして排除しています。
　本当に補助的だから排除したのでしょうか。
　それとも、そのデータを用いると、Ａｖｆ－ｃ２層の強度が低く出て、設計に都合が悪いから排除したのでしょうか。
　この疑問に対する説得的な説明はありません。
　調整係数についても同じです。
　被告は、一律に１．１０でよいと主張します。
　しかし、被告自身の設計では、場面によって１．１０と１．２０を使い分けています。
　これは、１．１０が常に適切であるという被告の主張を、被告自身の設計が否定しているということです。
　データ棄却についても、客観的な基準が明らかではありません。
　都合の悪い試験結果について、「乱れの影響を受けた」などとして採用しない。しかし、何をもってそう判断したのかが明確でない。
　安全性を審査する際に求められる姿勢は、結論に合うデータだけを残すことではありません。
　むしろ、設計に不利なデータ、不安を示すデータ、不確実性を示すデータこそ、正面から検討しなければなりません。
　本件では、その姿勢が欠けています。
　第五は、埋立ての必要性です。
　本件事業は、普天間飛行場の危険性を一刻も早く除去するためである、と説明されてきました。
　しかし、本件変更承認申請による工期は、当初の工期の３倍以上に及び、完成時期も不確実です。
　この時点で、「一刻も早い危険性除去」という説明は、大きく揺らいでいます。
　さらに、近時、より根本的な問題が明らかになっています。
　米国側から、辺野古に建設予定の滑走路では緊急時の任務に対応できず、より長い滑走路の選定が終わるまで普天間飛行場を返還しない趣旨の認識が示されています。
　また、２０２６年には、米軍関係者から、辺野古の代替施設完成後も普天間基地の使用を継続することを求める論文も公表されています。
　つまり、辺野古を造れば普天間が返還される、という前提そのものが、現実に崩れつつあります。

　仮に、辺野古が完成しても普天間が返還されないのであれば、本件埋立ては、普天間の危険性除去という目的を達成しません。
　目的を達成しない埋立てに、法的な必要性を認めることはできません。
　そして、埋立ての必要性は、法律上の審査対象事項です。
　公有水面埋立法のもとでは、各基準への適合性だけでなく、必要性なども総合的に勘案して、慎重に審査されなければなりません。
　したがって、必要性の喪失を正面から検討しないまま県知事の不承認を取り消した本件裁決は、この点でも違法です。
　以上をまとめます。
　本件で裁判所が判断すべきは、公有水面埋立法が、国の事業についても県知事の承認を必要とした趣旨に照らして、県知事の判断を違法として排斥できるだけの、具体的で合理的な理由が、本件裁決にあるかどうかです。
　原告らは、ない、という主張です。
　地震動については、参照地点、観測期間、データの信頼性、活断層、レベル２地震動など、重要な疑問が残っています。
　地盤についても、最重要地点であるＢ－２７地点の直接調査を欠き、地層区分や強度設定にも重大な疑問があります。
　さらに、データ処理には、設計に不利なデータを排除し、有利な数値を採用している疑いがあり、必要性についても、辺野古が完成しても普天間が返還されない可能性が現実に強まっています。
　これらは、県知事の不承認判断が合理的であったことを、本訴訟において原告らが具体的に明らかにしている事情です。
　したがって、県知事の不承認判断は、公有水面埋立法が知事に委ねた審査権限に基づく、合理的な判断です。
　それにもかかわらず、本件裁決は、これらの事情を正面から解消しないまま、県知事の判断を取り消しました。
　県知事の不承認判断には、合理的な根拠がある。
　しかし、裁決の側には、その県知事の判断を違法として排斥するだけの理由がない。
　これが、本件裁決の違法性です。
　安全性に疑問があるとき、行政がすべきことは、その疑問を小さく見せることではありません。
　調べることです。
　説明することです。
　不確実性を正面から受け止めることです。
　本件では、それがなされていません。
　海を埋め立て、軟弱地盤の上に巨大な軍用施設を造るという事業において、都合の悪いデータを十分に検討しないまま、「たぶん大丈夫」で済ませることはできません。
　ましてや、公有水面埋立法が尊重した、地域の実情に通じた沖縄県知事の判断を、国が後から取り消すのであれば、裁決には、より一層、具体的で合理的な理由が求められます。
　本件裁決には、それがありません。
　よって、本件裁決には、沖縄県知事の裁量判断を不当に排斥した違法があり、取り消されるべきです。
　以上です。
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